
保健室の利用について 
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                         保健室は、みなさんが学校生活を健康に過ご

せるようにお手伝いする場所です。 

授業中に利用したときは、「保健室来室連絡 

                     カード」を渡します。授業担当の先生に渡して 

                     ください。 

                      保健室は、みんなが利用する場所です。 

                     他者への思いやりや気遣いを忘れず、マナ―を 

守って利用してください。 

 



学校でけがをした場合について 

  学校管理下（授業、休み時間、部活動等）でけがをし、病院や接骨院を受診した場合

には、日本スポーツ振興センターより災害共済給付金が支払われます。 

  ◆ 給付の条件 ◆ 

  ・学校管理下（登校から下校まで）のけがであること 

  ・治療費として支払った自己負担額が 1,500 円以上であること 

  給付を受けるには、病院や接骨院で書類を記入してもらう必要があります。 

  けがをして受診した場合は、保健室に連絡してください。 

 

 注意！ ・審査等に時間がかかるため、申請してもすぐに 

給付金を受け取れるわけではありません。 

      ・給付を受ける権利は、災害発生日から２年以内 

に請求しなれば時効により消滅します。 

出席停止について 

  医師の診察を受け、学校保健安全法に基づく学校感染症に罹患した場合は、すぐに学

校に連絡してください。「出席停止」となり、欠席扱いにはなりません。 

  なお、病気が治り、再び登校するときには、次のものを学校に提出してください。 

  ・病院の診療明細書、領収書  ・薬の明細書 

 出席停止となる学校感染症の一部 

病  名 出 席 停 止 期 間 

インフルエンザ 発症後５日を経過し、かつ解熱後２日を経過するまで 

感染性胃腸炎 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと

認められるまで 

百 日 咳 
特有の咳が消失するまで。又は 5 日間の適正な抗菌性物質製剤に

よる治療が終了するまで 

麻しん（はしか） 解熱した後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

耳下腺の腫脹が発現した後５日を経過し、全身状態が良好になる

まで 

風しん（三日はしか） 発疹が消失するまで 

水痘（みずぼうそう） すべての発疹が痂皮化するまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主症状が消退した後 2 日を経過するまで 

結   核 

髄膜炎菌性髄膜炎 

症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと

認められるまで 

新型コロナウイルス 

感染症関係 

本人や同居家族に風邪症状（軽微な場合も含む）がある場合※に

は登校を控える（出席停止扱い） 

※県の指針により変更の可能性あり 

 


